
 
平成 30（2018）年度における県の障害者差別解消の取組実績について 

 
１ 普及・啓発 

(1)  栃木県障害者差別対応指針（概要版）ＤＡＩＳＹ版の作成・配布 

①  作 成 枚 数 マスター及びＣＤ100 枚 

②  主な配布先 

ＤＡＩＳＹ版を必要とされている方に広く配布 

 

 (2) 平成 30（2018）年度栃木県障害者福祉ガイドＤＡＩＳＹ版の作成・配布 

①  作 成 枚 数 マスター及びＣＤ120 枚 

②  主な配布先 

市町、社会福祉協議会、県視覚障害者福祉協会等 

 

(3) 県政出前講座 

平成 30 年度実績（Ｈ31年２月末現在） 13 回 延べ 1,884 人 

① 昨年度に引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をし

ていただくふれあい交流・体験事業を実施。 

 平成 30年 12 月 13 日（木） (株)日本環境ビルテック 

② 教育委員会と連携して出前講座を実施。 

 平成 30年 11 月 19 日（月） 

③ 関係団体等に対し、障害者差別解消出前講座のＰＲを実施。 

      平成 31 年１月 商工団体等の会議における説明、機関誌への記事掲載 

 

２ 知事表彰 

  条例第 10 条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する

「共生社会とちぎづくり表彰」を実施。【別添１ 表彰者一覧】 

   ① 障害者差別解消部門  ３（個人、事業者、団体） 

   ② 障害者の工賃向上部門 ７（事業者） 

   ③ ナイスハート部門   １（事業者） 

    
３ 障害者差別解消に係る相談対応 
  平成 30 年度実績 30 件【資料２】 

 
４ ヘルプマークの推進 

(1)  県内公共交通機関における周知（平成 31 年１月～） 

 県内路線バス事業者２社において、341 台のバスにポスターを掲示 

(2)  普及啓発リーフレットの作成・配布 

① 分かりやすいリーフレット（Ａ４ 三つ折り 40,000 枚作成） 

各市町、健康福祉センター等に配布 

② 県内全小中学生向けチラシ（160,000 枚作成） 
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５ 意思疎通支援を行う者の養成 

2022 年の全国障害者スポーツ大会本県開催を見据え、手話通訳者・要約筆記者養成最終 

過程である「実践」講座の受講時間を拡大、全スポの情報支援スタッフにおける指導者と 

なる人材養成の講習会を県内３か所で開催 

  

意思疎通支援 平成 30 年度養成講座受講者 
登録者数 

（令和元年 7月 31 日現在） 

手話通訳者 114 人（延べ） 134 人 

要約筆記者 51 人（延べ） 115 人 

点訳奉仕員 16 人 168 人 

朗読奉仕員 46 人 501 人 

盲ろう者向け通訳・介助員 18 人 153 人 

 

６ 課題等の把握 
(1)  関係団体からのヒアリング 

平成 30 年度実績 ８～９月 12 団体 

(2)  県民へのアンケート調査 

① 県政世論調査を実施（５～６月、障害者差別解消）   【参考１】 

   ② 県民ネットアンケートを実施（１月、ヘルプマーク） 【参考２】 



※50音順

個人・事業者・団体名 所在地 受賞理由

1 伊澤　義憲（いざわ　よしのり） 下野市
　農福連携の先駆的事業者として、障害者を受け入れ、一人ひ
とりの障害や年齢に応じ、作業の内容や時間等を考慮した農業
生産活動を実践し、障害者の社会参加等を促進

2 祝い宿　寿庵 日光市
　重い障害のある方々の団体の宿泊を受け入れ、食事の工夫や
入浴施設での配慮等を行い、参加者が安心して活動できる環境
をつくり、障害者の社会参加等を促進

3

図書館プロジェクト
　特定非営利活動法人　手仕事工房そら
　栃木県立真岡女子高等学校
　真岡市立図書館

芳賀郡益子町
　障害者と一緒に工芸品製作、車椅子体験や障害者理解に関
するパンフレットの製作・配布等を行い、障害のある人とない人の
交流等を促進

事業者名 所在地 受賞理由

1 株式会社東基　北関東営業所
群馬県
邑楽郡板倉町

　医療・福祉施設で使用するタオル等の洗濯業務を就労継続支
援Ｂ型事業所に継続して委託し、受注機会の確保に貢献

2 株式会社沼尾 日光市
　リネン作業、クリーニング品のチェック等の業務を就労継続支援
Ｂ型事業所に継続して委託するほか、社員を対象とした園芸品販
売の場を設けるなど、受注・販売機会の確保に貢献

3 株式会社ベネック　関東支店 佐野市
　ホテルで使用するタオル等の洗濯業務を就労継続支援Ｂ型事
業所に継続して委託し、受注機会の確保に貢献

4 カルビー株式会社　清原工場 宇都宮市
　工場の製造ラインでの補助作業、商品の箱作り、作業場の清
掃等について、就労継続支援Ｂ型事業所の施設外就労として障
害者を受け入れ、工賃向上に貢献

5 テイ・エス　テック株式会社 塩谷郡高根沢町
　会社内のカフェと売店の運営を就労継続支援Ｂ型事業所に委
託し、施設外就労の受入れや販売機会の確保に貢献

6 有限会社小松原製作所 足利市
　自動車部品の組付け、シール貼り等の業務を就労継続支援Ｂ
型事業所に継続して委託し、受注機会の確保に貢献

7 和光株式会社　栃木営業所 日光市
　ドアノブ部品の組付け、関連部品の箱詰め等の業務を就労継
続支援Ｂ型事業所に継続して委託するなど、受注機会の確保等
に貢献

事業者名 所在地 受賞理由

1
イオンタウン株式会社
　イオンタウン真岡

真岡市
　芳賀管内の障害者就労支援事業所が一堂に会し、手作り授
産品等を販売する「真心Station」の開催を支援するとともに、広告
で販売会をＰＲし、事業所の販路拡大に貢献

平成30（2018）年度 共生社会とちぎづくり表彰 受賞者一覧

　障害者就労支援事業所で作られた商品の販売促進を図るナイスハートバザールの開催に積極的に取り組む事業者

（１）障害者差別解消部門

（３）ナイスハート部門

（２）障害者の工賃向上部門

　障害及び障害者に関する理解促進や合理的配慮の浸透・定着等に取り組み、障害者差別の解消の推進について
特に顕著な功績があると認められる県民、事業者及び団体

　障害者が地域において自立した生活を実現できるよう、障害者の工賃向上を推進するため、障害者就労支援事業所
からの物品の調達等に積極的に取り組む事業者

別添１



３　とちぎ県政出前講座等による説明会の実施状況（平成30年4月1日～平成31年３月31日）

⑴　実施回数等　　　14回　延べ約1,884人 ※H29年度は、44回　4,595人　Ｈ28年度は、47回　4,510人

⑵　主な説明の対象　障害者関係団体、企業、高等学校、大学、民生委員・児童委員、人権擁護委員等

30

お店に予約の電話をしたところ、盲導
犬同伴を理由に来店を拒否された。

・当該飲食店に連絡し、盲導犬に関する法制度等を説明したとこ
ろ、今後は対応可能であること確認した。
・その旨を相談者に説明し、了解を得た。

6 商品・サービス

8 1 8 1 3 3

イベントを実施するに当たり、障害者
への配慮について教えてほしい。

・内容は、施設内に坂が多く、障害者が利用しやすくなるように、電
動車いすの配置を検討しているとのことであった。
・障害者駐車場の確保、スロープの配置、障害者用トイレの案内等
の合理的配慮について説明した。

2 医療
調剤薬局の薬剤師から投薬の説明
がないなどの不適切な対応を受け
た。

8 行政
障害のある方が行政手続の当事者に
なることについて、周囲の人から差別
的な発言があった。

・内容は、法的に問題がないのに関係する職員から「当事者として
ふさわしくない」等の発言があり、それは障害者への差別にあたる
のではないかとの支援者からの相談であった。
・相談者へは、個人の差別や偏見等については理解啓発が必要な
ことを説明し、了解を得た。

9 その他
社内でパワハラの訴えがあり、使用
者としてどのように対応したらよい
か。

・相談を傾聴し、内容は雇用に関する問題であり、栃木労働局等に
おいて使用者の相談も可能なことを確認し、相談者にその旨を伝
えて了解を得た。

7 労働
施設のスタッフから利用を拒否するよ
うな理解のない対応を受けた。

・内容は、就労のため以前から訓練施設を利用しているが、そこの
スタッフの対応が差別に当たるのではないかとの相談であった。
・相談者からは事を大きくしたくないとの希望により相談のみで終
了した。

4
公共的施設
・公共交通

電動車いすでバスを利用しようと会社
に相談したところ、対応できないと断
られた。

・相談を傾聴し、使用の電動車いすは重量が30㎏ほどで折りたた
みが可能なタイプとのことであった。
・事業者等に確認したところ、相談者の車いすは対応可能であるこ
とが分かった。その旨を相談者に説明し、再度事業者に相談するこ
とを伝え終了した。

5 不動産取引
相続手続のため関係の役所に行った
ところ、電話での予約を求められFAX
の予約を断られた。

・内容は、受付において電話予約の他に「筆談は時間がかかりま
す、通訳者はダメです」などの聞こえないことを理由とする対応を受
けたとの訴えであった。
・当該役所に連絡し、FAXでの予約や通訳者の同伴も可能なことを
確認した。その旨を相談者に伝えた。

・相談者の訴えは、調剤薬局を指導して欲しいとのことであったが、
差別に当たるかどうかを含め事実確認を行うことで了解を得た。
・当該薬局への事実確認の結果、差別的な対応は確認できなかっ
た。改めて障害者への配慮について依頼して、相談を終了した。

3 教育
修学旅行中に何かあったら対応でき
ないとのことで、保護者の付き添いを
求められた。

・県教育委員会の担当課と連携して対応し、本人の意向も勘案し、
保護者の付き添いではなく、介助者に同行してもらう事で修学旅行
に参加することができた。

No. 分野 相談内容 対応結果

1 福祉サービス
子どもが通っていた施設を辞めさせら
れてしまった。施設に戻したいがどう
したらよいか。

・役所や施設との話し合いの結果、別の施設に行くことが決まって
しまったが納得ができないと保護者からの相談であった。
・再度、役所等との話合いを持っては、どうかと提案したところ相談
者が了解して終了した。

２　主な相談事例

Ｈ30 1 3 2

40

Ｈ29 1 2 6 5 40

2 7 9 4

2 10 3 9 2

Ｈ28 2 4 4 7

資料２

※Ｈ31.3..31現在

平成30（2018）年度　栃木県における障害者差別解消相談等の状況について

１　相談件数

福祉サービス 医療 教育
公共的施設
・公共交通

不動産取引  商品・サービス 労働 行政 その他 合計

1

分野

件数



 

令和元（2019）年度における県の障害者差別解消の取組計画について 

１ 普及・啓発 
(1)  栃木県障害者差別対応指針（概要版）の増刷 

①  4,000 枚 

②  主な配布先 

出前講座や各種会議等で配布を予定する。 

(2) 令和元（2019）年度栃木県障害者福祉ガイドＤＡＩＳＹ版の作成・配布 

①  作 成 枚 数 マスター及びＣＤ120 枚 

②  主な配布先 

市町、社会福祉協議会、県視覚障害者福祉協会等 

(3) 県政出前講座 

引き続き、出前講座と併せて障害者や御家族からの体験談等の発表をしていただく

ふれあい交流・体験事業を実施。 

出前講座について、商工団体等における実施促進を図る。 

 

２ 知事表彰 

  条例第 10 条に基づき、県民の模範となる取組を行ったと認められる事業者を表彰する

「共生社会とちぎづくり表彰」を実施。 

  ○障害者差別解消部門、障害者の工賃向上部門、ナイスハート部門 

   ※第 24 回栃木県障害者文化祭のセレモニーにおいて表彰式を実施予定。 

 
３ ヘルプマークの推進 

(1)  特別支援学校へのヘルプマーク配布（新規） 

栃木県特別支援学校教頭連絡会議に対し、特別支援学校生徒に対するヘルプマークの

携帯方法等について説明を行い、必要な生徒に対しヘルプマークの配布を行った。 

（498 枚配布） 

(2)  漫画冊子の作成・配布（新規） 

ボランティア活動に取り組む高校生や県内大学等に配布予定。    

(3)  周知頒布クリアファイルの作成・配布（新規） 

県障害者スポーツ大会、県障害者文化祭、ナイスハートバザール等で配布予定。 

(4)  商業施設へのモニター広告掲出（新規） 

ショッピングモールにおけるモニター広告を活用予定。 

(5)  電車内普及啓発ステッカーの掲出（新規） 

東京都・埼玉県等と連携して、鉄道事業者においてステッカーを掲示予定。 

 

４ 意思疎通支援を行う者の養成 
  2022 年の全国障害者スポーツ大会本県開催を見据え、手話通訳者・要約筆記者養成講習

会の拡大を図る。 

  手話通訳者・要約筆記者養成講習会を県北地域で開催予定。 

  試験対策講習会の開催回数の拡大予定。 
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５ 課題等の把握 

(1)  関係団体からのヒアリング 

実施時期 ９月予定 

(2)  県民へのアンケート調査 

① 実施時期 ５～６月 

② アンケートの手法 

  県政世論調査（※）を実施 

※ 広報課が実施する、県民の県政への意識・要望等をとらえるための県内在住の

男女 2,000 人対する調査 

 

 



県内における障害者差別解消に係る推進状況の検証について 

 

１ 概要 

  障害者差別解消推進条例では、「条例施行後３年を経過した場合において、障害者差別

解消法の施行の状況を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う」としている。 

 法律の見直しについては、具体的な情報はまだ入っていないが、県では、今年度、障

害者差別解消の推進状況について検証する体制を「栃木県障害者差別解消推進委員会」

内に構築し、検証作業を実施する。 

 

２ 経緯 

  平成 28(2016)年４月 「障害者差別解消法」、「栃木県障害者差別解消推進条例」、「職 

員対応要領」施行。「栃木県障害者差別解消推進委員会設置」。 

 平成29(2017)年３月 「栃木県障害者差別対応指針」策定 ＊概要版は同５月に作成 

  

３ 今後の取り組み 

⑴  検証体制の構築 

栃木県障害者差別解消推進委員会委員（５名程度）、障害福祉課職員  

⑵  今後の進め方（予定） 

 ＊国の法律の見直し検討の審議スケジュールを踏まえて設定 

 

令和元年９月～ 検証体制構築、作業開始 

〔作業内容〕 

        ・ 県事業の成果や条例の認知度等のデータ分析 

・ 県に寄せられた相談内容の精査 

・ 関係団体からのヒアリング   等 

 

  令和２年３月  検証結果取りまとめ 

 

障害者差別解消推進委員会への報告 

 

☆ 予算・事業や条例改正への反映（必要に応じ） 
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〔参考〕 

１ 国の動き 

 国は、今年の２月から、「障害者政策委員会」において法律の見直し検討中（今年 

度末頃の取りまとめを想定） 

 

 ⑴ 国の審議状況 

  H31.2.22 障害者差別解消法の見直しの検討（１回目） 

       ・ 地方公共団体における障害者差別解消法の施行状況について（速報 

版） 

       ・ 障害者差別解消法の見直しの検討に係る今後の審議の進め方につい 

て 

  H31.4.22 障害者差別解消法の見直しの検討（２回目） 

       ・ 障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果① 

  R 1.6.3  障害者差別解消法の見直しの検討（３回目） 

       ・ 障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果② 

       ・ 関係団体ヒアリング 

R 1.6.27  障害者差別解消法の見直しの検討（４回目） 

     ・ 主な相談事例 

     ・ 障害者権利条約との関係 


